
ふるさと選手制度における注意事項 

 

１．「国民体育大会ふるさと選手制度」（国民体育大会総則５別記１）により、国民体育大

会都道府県予選会から登録となります。 

 

２．ふるさと選手制度の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、利

用できる回数は２回までとなっています。 

第７６回大会より、ふるさと制度を利用し、１年目の利用後に不参加となった場合、

他の居住地等で別の都道府県から参加していなければ、次回「ふるさと」を選択して

参加することで１回目の継続活用ができることとなりました。 

 

３．手続きについては、登録選手は「ふるさと登録届」を作成し、参加申込システム「ふ

るさと申込書」にデータを入力します。国民体育大会参加申込時に「ふるさと選手制

度登録・使用申請書」を北海道スポーツ協会に提出してください。 

  なお、「ふるさと選手制度登録・使用申請書」の提出についてはコピーで結構ですので、

原本については各競技団体で管理してください。 

 

４．北海道予選会で敗れて国民体育大会に出場できなくても、ふるさと登録はしなければ

なりませんので、各様式の提出とデータ入力を国民体育大会参加申込提出期限までに

行ってください。 

 

５．入力方法については、「国民体育大会参加申込システム簡易マニュアル」と「参加申込

マニュアル」を参照してください。 

  特に、前回大会出場の所属都道府県は、都道府県予選会からなので注意してください。 

 

６．氏名（漢字）においては、正確な文字で入力願います。国民体育大会参加申込内容と

同じ文字でなければ認識されません。正確な文字が表記されない場合は、「異字体」を

選択し「異字体報告書」により報告してください。 

 

７．参加申込システムより「ふるさと選手による出場選手一覧」を印刷して 1 部提出して

ください。 

 






